
 

 

ＴＳＳ汚水処理システムのこれまでの法的位置づけの変遷を記します。 

 

平成元年 

・財団法人 日本建築センターに性能評価制度が創設されていたため、この制度を利用して建築

基準法（令）31 条改良便槽の規定にある「但し書」の部分の適用を受ける。 

平成元年 10 月 25 日付けで「性能評価書」を取得。 

 

・建築基準法（令）第 31 条 

「改良便槽は、次の各号に定める構造としなければならない。ただし、特殊な構造によるもの

で、特定行政庁がこれと同等以上に衛生上の効果があると認めるものは、この限りではない」 

 

平成 5 年 

・建築基準法（令）第 31 条の規定から但し書が削除される。 

但し書が削除されるに伴い、その取扱いについて厚生省と建設省（当時）との間で協議され、

建築基準法（法）第 38 条の規定に基づく浄化槽に移行することが決定される。 

 

・（法）第 38 条認定のために性能評価を申請する。 

財団法人日本建築センターにある屎尿浄化槽性能評定に関する事務処理要領に、建築基準法

（法）第 38 条の規定に該当するものとあり、この中の「薬品、熱などにより屎尿を処理し、

かつ処理水の放流を伴わない装置等」に合致する。 

平成 5 年 1 月 20 日付けで性能評定を取得する。 

 

・平成 5 年 4 月 29 日 建築基準法（法）第 38 条の規定に基づく建設大臣（個別）認定を取

得する。 

 

平成 9 年 

・平成 9 年 6 月 4 日 建築基準法（法）第 38 条の規定に基づく、建設大臣（一般）認定を取

得する。 

評定番号：BCJ 浄－3855 

 

平成 11 年 

・平成 11 年 6 月 建築基準法（法）第 38 条が全文削除される。 

移行に伴う法的効力期限：平成 14 年 5 月 31 日 

 

平成 13 年 

・浄化槽法の浄化槽について、国土交通省建築指導課 石崎課長補佐（当時）と環境省浄化槽対

策室 熊谷副室長（当時）の間で見解を統一するために協議が行われた。 

・浄化槽とは処理水を公共水域へ放流するものをいう。 

・放流しないものは汲取り便所扱いとする。 

 

ＴＳＳ汚水処理システムはＴＳＳ汚水処理システムはＴＳＳ汚水処理システムはＴＳＳ汚水処理システムは    

浄化槽ではなく『汲取り便所』扱いです浄化槽ではなく『汲取り便所』扱いです浄化槽ではなく『汲取り便所』扱いです浄化槽ではなく『汲取り便所』扱いです    

建築基準法（令）第建築基準法（令）第建築基準法（令）第建築基準法（令）第 29292929 条告示第条告示第条告示第条告示第 1386138613861386 号例示仕様に適合号例示仕様に適合号例示仕様に適合号例示仕様に適合    

（平成（平成（平成（平成 12121212 年年年年 6666 月月月月 1111 日施行の建築基準法改正による法区分での取り扱い）日施行の建築基準法改正による法区分での取り扱い）日施行の建築基準法改正による法区分での取り扱い）日施行の建築基準法改正による法区分での取り扱い）    



・平成 13 年 国土交通省建築指導課と日本建築センター評定部との間でＴＳＳ汚水処理システ

ムは現状のまま（移行するために改善の必要なし）例示仕様として示されている（令）第 29

条および告示 1386 号の新基準に適合すると判断された。 

 

・38 条の条文削除に伴い認定されているすべての製品に対し移行へのふるい分けが行われた。 

Ａランク…現行のまま新基準項目へ移行できると判断される。 

Ｂランク…いくつかの改善を要するが移行は可能であると判断される。 

Ｃランク…新基準への移行は不可能と判断される。 

ＴＳＳ汚水処理システムはＡランクと判断され新基準へ移行した。 

同時に、「雑排水を含めた合併排水も汚水の場合と同様に汲取れると読める」とのコメントを

当時の建築指導課よりいただいている。 

 

 

建築基準法改正のポイント 

 

一定の性能さえ満たせば、多用な材料、設備、構造、方法を採用できる規制方式（性能規定）を

導入する。 

 

性能規定化：建築基準法が「仕様規定」から「性能規定」へ改正された。 

 

（１）従来の仕様規定は「性能基準」を満たす例示仕様として政令、告示で位置づける。 

（２）「性能規定化」で「仕様基準」を満たす必要がなくなり設計の自由度が高まる。（改正基準

法（2 年目施行）の解説より。） 

（３）性能基準が明確になるため、技術開発、海外資材の導入が促進され、より合理的低コスト

な技術等の円滑な導入や市場の活性化が期待される。 

 

浄化槽法による「浄化槽」とは 

 

・便所と連結してし尿またはし尿と雑排水（工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く）を処理

し、下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第 2 条 6 号に規定する終末処理場を有する公共下

水道以外に放流するための設備または施設であって、同法に規定する公共下水道および流域下

水道並びに廃棄物の処理および清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第 6 条第 1

項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。 

 

運用上の注意 

 

・浄化槽＋敷地内処理は公共水域に放流しないが、浄化槽として扱われる。 

・浄化槽の処理水を循環利用するものは浄化槽ではなく「汲取り」扱いとなる。ただし余剰水を

放流または敷地内処理を行う場合は浄化槽となる。 

 

 

 

法区分についての取扱いに関しましてご不明な点がある場合には 

下記行政窓口へお問い合わせください。 

 

  ・財団法人 日本建築センター 

    ０３－３４３４－７１６８（評定部 設備防災課） 

 

  ・国土交通省 

    ０３－５２５３－８１１１（内線３９－５１３ 住宅局 建築指導課） 






